
 

 
 
 
 
 
 

    台風や大雨等により被災された農林漁業者の皆様へ 

～台風１９号等による農林水産関係被害への支援対策～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

☆詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください。 ↓ 

 令和元年 
Vol.３８ 
R元．１１．１ 
関東農政局 
埼玉県拠点 

地域と農政を結ぶ 

埼玉地域情報ネットワーク 

農林水産省では、令和元年８月から９月の前線を伴う大雨、台風第１９号等による農林水産関係被害援

に対応するため、総合的な支援対策を実施いたします。 

この支援対策には、下に示したパイプハウスの再建や今回新たに実施する稲わら等の処理の他、農地、

農業用機械・施設等への支援が講じられていますので、被災された農林水産関係者、生産者の皆様にお見

舞い申し上げますとともに、ご相談・お問合せのある方は、下記の農林水産省ホームページでご確認のう

えご連絡ください。 



 
 

 

 

掛川さんは熊谷市太田地区で、周辺の農家が耕作しなくな

った農地を引き受けながら約 25ha の農地で米麦の生産を行

ってきました。これまで、地域の担い手として長年農業経営

を続けてこられましたが、後継者がなかなか見つからないこ

と、年齢が 70 歳代となったことから掛川さんは、引き受けて

いる農地の今後を考慮し、農業経営を中野さんへ継承する事

を決意しました。 

中野さんは平成 28 年から掛川さんのもとで農業技術を学

ばれました。掛川さんは農業技術を指導する中で、中野さん

の人柄や素質に惚れ込み、また、農業への意欲が十分あると

感じており、中野さんも経営を引き継ぐ意志があったことか

ら、約１年間の準備期間を経て平成３１年１月１日に農業経営の第三者継承が行われました。 

中野さんが第三者継承するに当たり、掛川さんが耕作していた農地の大部分が借地であったため、50

名を超える地権者の了解を得て賃借権を譲渡するとともに、減価償却が残る農業機械や作業場は賃貸で、

その他の農業機械等は無償で中野さんに譲渡し、販売先もそのまま引き継いでもらったとのことです。 

掛川さんは、繁忙期に中野さんからの依頼により作業を手伝ってい

ますが、令和元年産の大麦の収穫から基本的に中野さんが一人で作業

を行っています。 

掛川さんは、「地域の農地の維持のためには、自身が農業を引退した

後に貸借している農地を誰かに耕作してもらう必要があるため、第三

者継承を決意した。農業を引退するので、経営を移譲しますと公言し、

それから後継者を見つけるのは難しい。偶然、中野さんと数年間一緒に

農業をやり、お互い信頼関係が醸成さ

れ、譲渡する者、受け継ぐ者の双方が経営内容、状況及び適正等を見極

めることができたので、第三者継承が実現したのだと思う。」と話され

ました。今回のケースは、地域の農業を次の世代に引き継ぐ新しい手法

として注目されています。 

中野さんは、「毎年１～２ha 程度の新たな農地貸借の依頼があるが、

一人では今以上の規模拡大は難しいためできれば人を雇いたい。スマー

ト農業で完全自動化の無人トラクターが実用化されれば興味がある。」

と話されました。中野さんには地域の新しい担い手として今後の活躍に期待が集まっています。 

 
 

 
 

  

～農業経営を新たな担い手へ 

第三者へ継承されました！～ 
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埼玉県熊谷市において、個人大規模経営により米麦の生産を行っていた掛川久敬さん

が就農を希望する中野拓海さんへ経営を継承された事例をご紹介します。 

編集：関東農政局 埼玉県拠点  
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引き継がれた中野拓海さん 

譲渡された掛川久敬さん 

引き継がれた農地の前で 


